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【手続補正書】
【提出日】令和1年8月5日(2019.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粘膜の炎症の治療のための組成物の製造における、活性成分としてのＭＡＰの使用。
【請求項２】
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　前記ＭＡＰは、ｍｅｆｐ－１、ｍｅｆｐ－２、ｍｅｆｐ－３、ｍｅｆｐ－４、ｍｅｆｐ
－５、ｍｅｆｐ－６、コラーゲンｐｒｅ－ＣＯＬ－Ｐ、ｐｒｅ－ＣＯＬ－Ｄ、ｐｒｅ－Ｃ
ＯＬ－ＮＧ、ならびにイガイ足マトリックスタンパク質ＰＴＭＰ及びＤＴＭＰからなる群
から選択されるサブタイプのうちの１つ以上を含む、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　前記ＭＡＰは、前記群ｍｅｆｐ－１、ｍｅｆｐ－２、ｍｅｆｐ－３、ｍｅｆｐ－４、ｍ
ｅｆｐ－５、及びｍｅｆｐ－６から選択される前記サブタイプのうちの１つ以上を含む、
請求項２に記載の使用。
【請求項４】
　前記ＭＡＰは、ｍｅｆｐ－１を含む、請求項３に記載の使用。
【請求項５】
　前記ＭＡＰの濃度は、０．１～１５．０ｍｇ／ｍＬである、請求項１～４のいずれか一
項に記載の使用。
【請求項６】
　前記組成物は、液体製剤、ゲル製剤、またはフォーム製剤である、請求項１～５のいず
れか一項に記載の使用。
【請求項７】
　最終生成物中のＭＡＰは、ｐＨ１．０～７．０の範囲であり、特にｐＨ３．０～６．５
の範囲である、請求項１～６のいずれか一項に記載の使用。
【請求項８】
　前記粘膜の炎症は、口腔粘膜炎、鼻炎、中耳炎、結膜炎、咽頭炎、喉頭炎、気管炎、食
道炎、胃炎、小腸結腸炎、子宮頸管炎、子宮内膜炎、気道熱傷によって引き起こされる炎
症等から選択される、請求項１～７のいずれか一項に記載のＭＡＰの使用。
【請求項９】
　前記ＭＡＰは、口腔粘膜炎、鼻炎、中耳炎、結膜炎、咽頭炎、喉頭炎、気管炎、食道炎
、胃炎、小腸結腸炎、子宮頸管炎、子宮内膜炎等のうちの１つ以上によって引き起こされ
る、口腔癌、鼻咽頭癌、中耳癌、結膜癌、咽喉癌、気管癌、食道癌、胃癌、腸癌、子宮頸
癌、子宮内膜癌等を治療する、請求項１～７のいずれか一項に記載のＭＡＰの使用。
【請求項１０】
　前記組成物は、経口投与、舌下投与、灌流によって使用され、点眼薬、点鼻薬、口腔噴
霧剤、体腔鏡、直接局所徐放製剤の形態で、または標的投与によって使用される、請求項
１～９のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１１】
　前記組成物は、薬物、化粧品、消毒用品、ヘルスケア用品、食品、または家庭用化学品
である、請求項１～１０のいずれか一項に記載のＭＡＰの使用。
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